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国見町監査委員告示第２１号 

   令和３年度決算等審査の意見について 

 

 地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付された令和３年度国見町一般会計及び特別会計

歳入歳出決算、同法第２４１条第５項の規定により審査に付された基金の運用状況を示す書類、並びに

地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された令和３年度国見町水道事業会計決算につ

いて審査したので、次のとおり意見書を公表します。 

 

   令和４年８月３０日 

 

                           国見町監査委員 佐 藤 德 正    

                           国見町監査委員 小 林 聖 治    

 

 

 



- 1 - 

 

令和３年度国見町各会計決算等審査意見書 

 

第１ 一般会計・特別会計歳入歳出決算審査 

 

１ 基準に準拠している旨 

   監査委員は、国見町監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠して審査を行った。 

 

２ 審査の種類 

   決算審査（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第２３３条第２項の規定による審査） 

 

３ 審査の対象 

   令和３年度国見町一般会計歳入歳出決算 

   令和３年度国見町大木戸財産区特別会計歳入歳出決算 

   令和３年度国見町入山財産区特別会計歳入歳出決算    

   令和３年度国見町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算    

   令和３年度国見町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算    

   令和３年度国見町国民健康保険特別会計歳入歳出決算    

   令和３年度国見町介護保険特別会計歳入歳出決算    

   令和３年度国見町土地開発事業特別会計歳入歳出決算    

   令和３年度国見町渇水対策施設特別会計歳入歳出決算    

   上記各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項報告書、実質収支に関する調書、財産に関する

調書及びこれらに係る証書類 

 

４ 審査の着眼点 

   各会計の歳入歳出決算について、関係書類が法令等に準拠して作成されているか、計数は関係諸

帳簿等と符合するか、また、主に前年度決算と対比することにより、予算の執行状況の変化とその

要因を確認することを主眼とした。 

 

５ 審査の実施内容 

   国見町監査基準に則り、各会計の歳入歳出決算書及び同付属書類について、証書類との照合点検

を行い、予算の執行状況等について確認した。 

 

６ 審査の結果 

 (1) 総括的意見 

   審査に付された各会計の決算書類は、いずれも地方自治法及びその他関係法令にほぼ準拠して作

成されており、かつ決算書に計上されている諸計数は、関係諸帳簿及び証書類と符合し、概ね正確

であると認めた。 

   また、予算の管理執行状況及び内容についても、概ね適正であると認めた。 
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 (2) 各会計個別意見 

  ア 一般会計 

   (ｱ) 収支の状況 

    令和３年度一般会計における歳入調定額 8,204,233,064 円に対し、収入済額は 8,075,725,426

円、収入率は 98.4％（前年度 93.9％）となっており、前年度より 4.5ポイント増加している。 

    歳出の予算現額 8,331,009,000 円に対し、支出済額は 7,312,525,808 円で、執行率は 87.8％

（前年度 84.7％）となっており、前年度より 3.1ポイント増加している。 

   (ｲ) 審査結果の意見 

    歳入歳出差引額（形式収支）は 763,199,618円で、翌年度に繰越すべき財源 250,324,000円を

差し引いた実質収支額は、512,875,618 円の黒字決算となっており、収支の均衡と健全な財政運

営が行われたものと認められる。 

    なお、歳入歳出差引額については、予算現額の 9.2％（前年度 7.7％）を占めており、町民への

行政サービス向上のためにも、極力減じて、予算の有効活用を図るべきと考える。 

    歳入予算の執行について、町税収入は、予算現額 942,600,000 円に対し、調定額 968,836,269

円、収入済額 961,833,686円で、収納率は 99.3％（前年度 99.1％）と前年度以上に高い収納率を

確保している。町税は町の主要な自主財源であるので、引き続き未収金の解消に努められたい。 

    町税の不納欠損処分については、4件 119,844円（前年度 21件 2,274,277円）であるが、無財

産、居所不明などで、いずれもやむを得ない処理と認められる。 

    税外収入においては、東日本大震災災害援護資金返還金において、3,515,493 円（前年度

3,087,347円）の収入未済額がある。収納率は前年度より 1.9ポイント下回った 66.2％であるの

で、さらなる未収金の解消に向け努力されたい。 

    歳出予算の執行については、概ね適正に予算が執行されたと認められる。不用額は 326,618,492

円であり、前年度 596,661,351円より 270,042,859円下回っており、主にコロナ禍による事業の

中止・縮小によるものである。 

    超過勤務については、前年度より約 1,000時間減少しており、労災認定の一つの目安である過

労死ラインである、月 100時間を超える職員が延べ 19人（前年度 32人）で前年度より延べ 13人

減っている。住民への質の高い行政サービスを提供するため、職員の健康管理のためにも高止ま

りとならぬよう超過勤務の削減に努めていただきたい。 

    なお、令和３年 11月に開催された「はたちのつどい委託事業」において、出席対象者 78名に

対して、開催当日はわずか 2名の出席であることが確認された。新型コロナウイルス感染拡大に

より延期されたものであり、確認方法、開催時期など複数の要因が考えられるが、それらを分析

検討し、今後の事業計画に反映していただきたい。 

    また、補助金交付団体の実績報告書の中で、補助事業の目的とは異なる事業を実施していたこ

とが確認された。適切な指導及び対応をお願いしたい。 

    さらに、一般業務委託の中で、複数の作業項目全てが、「一式計上」であるものが確認された。

適正価格の判断に苦慮することになるので、内訳及び説明資料を求めるべきと思われる。 

 

  イ 大木戸財産区特別会計 

   (ｱ) 収支の状況 

    収入済額 177,402円、支出済額 136,000円、翌年度へ繰越すべき財源 0円で、実質収支は 41,402
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円の黒字となっている。 

   (ｲ) 審査結果の意見 

    歳出予算の執行率は 86.6％（前年度 65.7％）であり、歳出決算状況及び内容については、適正

かつ妥当と認められる。 

 

  ウ 入山財産区特別会計 

   (ｱ) 収支の状況 

    収入済額 222,447円、支出済額 125,050円、翌年度へ繰越すべき財源 0円で、実質収支は 97,397

円の黒字となっている。 

   (ｲ) 審査結果の意見 

    歳出予算の執行率は 64.5％（前年度 64.57％）であり、歳出決算状況及び内容については、適

正かつ妥当と認められる。 

 

  エ 公共下水道事業特別会計 

   (ｱ) 収支の状況 

    収入済額 270,946,265円、支出済額 262,393,849円、翌年度へ繰越すべき財源 0円で、実質収

支は 8,552,416円の黒字となっている。 

   (ｲ) 審査結果の意見 

    下水道事業受益者負担金の収納率は 100％（前年度 100％）であるが、下水道使用料の収納率は

99.5％（前年度 99.5％）で、収入未済額は 381,439円（前年度 369,396円）となっており、未収

金の解消に努力されたい。 

    歳出予算の執行率は 98.8％（前年度 99.4％）と昨年度より 0.6 ポイント減少したが、高い水

準を維持しており、歳出決算状況及び内容については、適正であり妥当と認められる。 

 

  オ 後期高齢者医療特別会計 

   (ｱ) 収支の状況 

    収入済額 141,987,729円、支出済額 139,771,024円、翌年度へ繰越すべき財源 0円で、実質収

支は 2,216,705円の黒字となっている。 

   (ｲ) 審査結果の意見 

    保険料の収納率は 100％（前年度 100％）である。なお、収入済額には、未還付分 70,000円が

含まれている。 

    歳出予算の執行率は 99.0％（前年度 99.7％）と昨年度より 0.7 ポイント減少したが、高い水

準を維持しており、歳出決算状況及び内容については、適正であり妥当な執行と認められる。 

 

  カ 国民健康保険特別会計 

   (ｱ) 収支の状況 

    収入済額 1,041,065,515円、支出済額 1,015,098,606円、翌年度へ繰越すべき財源 0円で、実

質収支は 25,966,909円の黒字となっている。 

   (ｲ) 審査結果の意見 

    国民健康保険税の収納率は 96.8％（前年度 94.7％）と前年度と比較して 2.1 ポイント上回っ
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ている。収入未済額は 5,851,906 円（前年度 7,320,572 円）で前年度より 20.1％減少しており、

収納率向上への努力が認められる。国民健康保険事業を円滑に運営するために引続き未収金の解

消に努められたい。 

    不納欠損処分については、3件 1,364,261円（前年度 13件 3,769,065円）で前年度より 2,404,804

円 63.8％減少している。いずれも無財産、生活困窮でやむを得ない処理と認められる。 

    歳出予算の執行率は 97.1％（前年度 97.5％）と前年度より 0.4 ポイント減少したが、歳出決

算状況及び内容については、適正であり妥当な執行と認められる。 

 

  キ 介護保険特別会計 

   (ｱ) 収支の状況 

    収入済額 1,446,884,125円、支出済額 1,398,914,287円、翌年度へ繰越すべき財源 0円で、実

質収支は 47,969,838円の黒字となっている。 

   (ｲ) 審査結果の意見 

    保険料の収納率は 99.6％（前年度 99.5％）と前年度と比較して 0.1 上回っている。収入未済

額は 724,480円（前年度 890,800円）で前年度より 18.7％減少しており、収納率向上への努力が

認められる。介護保険事業を円滑に運営するために引き続き未収金の解消に努められたい。 

    不能欠損処分については、6件 257,000円（前年度 8 件 413,300円）で前年度より 156,300 円

37.8％減少している。いずれも時効完成による消滅でやむを得ない処理と認められる。 

    なお、歳入の国庫補助金について、調定処理に誤りが確認された。適正な事務処理を図られる

とともに、確認の徹底に努められたい。 

    歳出予算の執行率は 96.8％（前年度 97.0％）と前年度より 0.2 ポイント減少したが、歳出決

算状況及び内容については、適正であり妥当な執行と認められる。 

 

  ク 土地開発事業特別会計 

   (ｱ) 収支の状況 

    収入済額 74,283円、支出済額 0円、翌年度へ繰越すべき財源 0円で、実質収支は 74,283円の

黒字となっている。 

   (ｲ) 審査結果の意見 

    令和２年度末で国見ニュータウンの分譲が完了し、小坂地区緑住区の分譲が無かったことから、

歳出予算の執行は 0円となっており、決算状況及び内容等については、適正であり妥当な執行と

認められる。 

 

  ケ 渇水対策施設特別会計 

   (ｱ) 収支の状況 

    収入済額 8,970,184円、支出済額 7,965,609円、翌年度へ繰越すべき財源 0円で、実質収支は

1,004,575円の黒字となっている。 

   (ｲ) 審査結果の意見 

    歳出予算の執行率は 88.8％（前年度 99.0％）と前年度より 10.2ポイント減少したが、歳出決

算状況及び内容については、適正であり妥当な執行と認められる。 
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第２ 基金運用審査   

 

１ 基準に準拠している旨 

   監査委員は、国見町監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠して審査を行った。 

 

２ 審査の種類 

   基金運用審査（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第２４１条第５項の規定による審査） 

 

３ 審査の対象 

   町に設置してある基金のすべて。 

 

４ 審査の着眼点 

   基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に

行われているかどうかを主眼とした。 

 

５ 審査の実施内容 

   国見町監査基準に則り、基金の運用状況に関する書類について、決算審査とあわせて証書類との

照合点検を、決算審査とあわせて、実施した。 

 

６ 審査の結果 

   審査に付された各基金の運用状況は、関係法令に準拠し、計上されている諸計数は関係諸帳簿及

び証拠書類と符合し、正確であると認めた。 
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第３ 水道事業会計決算審査 

 

１ 基準に準拠している旨 

   監査委員は、国見町監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠して審査を行った。 

 

２ 審査の種類 

   決算審査（地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第３０条第２項の規定による審査） 

 

３ 審査の対象 

   令和３年度国見町水道事業会計決算 

   上記公営企業会計の決算付属資料 

 

４ 審査の着眼点 

   決算書類が地方公営企業法その他関係法令に準拠し、関係帳票及び証書類の計数と合致している

かを確かめるとともに、予算の執行及び事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを

主眼とした。 

 

５ 審査の実施内容 

   国見町監査基準に則り、決算報告書、財務諸表・キャッシュフロー計算書等を前年度と対比し、

事業の進捗状況を検証するとともに、経営分析表を作成し、事業の経営内容の動向を把握するため

計数の分析を行った。 

 

６ 審査の結果 

 (1) 総括的意見 

   審査に付された事業の決算書類及び決算付属書類は、いずれも関係法令に準拠して作成され、財

政状況並びに当年度の経営成績を表示しており、予算執行は初期の目的に従い適正に執行されたも

のと認めた。 

 

 (2) 個別事項 

   収益的収入は 254,220,217 円（うち仮受消費税及び地方消費税 20,382,420 円）、収益的支出は

245,835,478円（うち仮受消費税及び地方消費税 11,935,072円）となっている。 

   資本的収入は 51,878,750円、資本的支出は 103,878,899円で、不足する額 52,000,149円は過年

度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填している。 

   損益状況は、水道事業収益 233,837,797円（税抜）、水道事業費用 231,882,967円（税抜）で、当

年度純利益は 1,954,830円（前年度 4,093,178円）となっている。なお、純利益・純損失（△）の

推移は次のとおりである。 

令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 

1,954,830円 4,093,178円 △7,142,446円 △4,282,675円 △6,732,827円 

   水道料金の収納率は 92.2％（前年度 92.2％）と前年度と同じレベルとなっているが、営業収益の

根幹をなす水道料金であるので、引き続き未収金に解消に努められたい。 
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   業務量において、年間総配水量は 1,072,923 ㎥（前年度 1,097,247 ㎥）で前年度より 2.2％減少

し、年間総有水量は 858,437 ㎥（前年度 893,330 ㎥）で前年度より 3.9％減少しているので、有収

率は 80.01％（前年度 81.42％）で前年度より 1.41ポイント減少している。 

 

 (3) 審査結果の意見 

   令和３年度においては、損益状況で 1,954,830円の純利益となり、前年度繰越利益剰余金及び減

債積立金の使用に伴う戻入を合わせると、当年度未処分利益剰余金は 16,635,842円となっている。 

   今後も、漏水対策をはじめ各種対策を講じながら有収率の向上を図り、水道事業の効率化や経営

の健全化に努められたい。 

 

 


